
まちづくり会社設立の概要 
 
１．名  称   合同会社 まちづくり甲府 
 
２．形  態   ＬＬＣ(Limited  Liability  Company 合同会社) 
         ＊株式会社と比較したメリット 
          ①設立時にかかる費用が安い 
          ②会社の機関（役員、株主総会等）に関する強い縛りが少ない 
          ③決算公告が不要 
          ④役員の任期に関する定めがない       など 
 
３．出 資 金   ４３０万円（LLCでは出資者のことを社員といい、社員は下記のとおり） 

1 甲府商工会議所 1,000,000円 
2 甲府市 1,000,000円 
3 ㈱山梨中央銀行 500,000円 
4 銀座通り商店街協同組合 300,000円 
5 かすが商店街振興組合 300,000円 
6 ㈱岡島 250,000円 
7 ㈱オギノ 250,000円 
8 桜町四丁目商店街協同組合 200,000円 
9 輿石 陽(オリオン通り商店会) 200,000円 

10 常盤通り名店街協同組合 100,000円 
11 朝日通り商店街協同組合 100,000円 
12 甲府駐車場事業協同組合 100,000円 

合  計 4,300,000円 
 
４．役  員   LLCでは社長を代表社員という 
         LLCでは取締役を業務執行社員という 

・代表社員    甲府商工会議所（職務執行者 上原勇七） 
         ・業務執行社員 

１）甲府商工会議所 会頭 上原勇七 
    ２）甲府市 副市長 首藤祐司 
    ３）株式会社山梨中央銀行 取締役 営業統括部長 有井昇 
    ４）株式会社岡島 代表取締役社長 大村俊介（大型店代表） 
    ５）銀座通り商店街協同組合 代表理事 長坂善雄（商店街代表） 

 
５．事 務 局   山梨県甲府市相生２－２－１７ 甲府商工会議所２階 
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６．事業内容   １）甲府市中心市街地活性化協議会の運営 
２）甲府市中心市街地活性化基本計画への支援と事業実施 
３）商店街活性化のための事業研究(収益事業の構築) 
４）空店舗の運営及び斡旋・紹介 
５）公共交通機関の活用策の研究 
６）各種イベントの企画・制作業 
７）再開発事業等への支援 
８）その他 

 
７．業務実行職員（人件費節減のため出向等にて構成３名） 

甲府商工会議所職員１名（地域再生推進課長 越石 寛） 
甲府市職員１名（地域政策室 課長補佐 望月雅樹） 
山梨中央銀行職員１名（営業推進企画課 酒井 信） 
＊タウンマネージャー１名を甲府市中心市街地活性化協議会の運営と

して、補助金を活用して採用することも検討する。 
 
８．設立までのスケジュール 
     出資協力依頼者への説明会       ５月８日（木） 
       ↓ 
     出資協力者（設立発起人）の確定    ５月中 
       ↓ 
     設立発起人総会            ５月３０日（金） 
       ↓ 
     出資金の入金期限           ６月６日（金） 
       ↓ 
     出資金が揃った時点で会社登記手続き  １週間程度 
       ↓ 
     法務局へ会社登記書類提出（設立日）  ６月１６日（月） 
       ↓ 
     会社開設式（看板を掲げ設置式）    ６月２６日（木） 


